
第３号議案 

一般送配電事業者主宰電源接続案件募集プロセスにおける 

追加増強工事案の妥当性について 

（青森県八戸エリア） 

（通知予定日：平成 29 年 6 月 14 日） 

（案） 

 一般送配電事業者主宰の青森県八戸エリアにおける電源接続案件募集プロセス

において、当該募集要領の規定に基づき、同事業者が提示する追加増強工事案の内

容について、下表のとおり、妥当性を確認したのでその旨通知する。 

 なお、本案件は、平成２８年４月１日変更以前の送配電等業務指針第７６条に基

づき、発電設備等系統連系希望者から東北電力株式会社に対し電源接続案件募集プ

ロセス開始の申込みがあったことから、変更以前の送配電等業務指針に基づく手続

きに準じ、本機関が妥当性確認を行うものである。 

主宰者 エリア 確認項目 確認結果 

東北電力 青森県八戸エリア ・系統増強規模の合理性 妥当 

（参考） 

通常、電源接続案件募集プロセスにおいて、応募容量が募集容量を超過した場合に

は、入札時に「募集要領に記載の増強工事」に加えて「全ての応募者が連系可能な

増強工事」等を提示するが、東北電力が主宰する本プロセス（平成２８年７月１９

日開始）では、東北北部エリアにおける電源接続案件募集プロセス開始（平成２８

年１０月１３日）により、本プロセス開始時に確保した暫定的な容量（２７．４万

ｋＷ＋既申込者移行分６．９９万ｋＷの計３４．３９万ｋＷ、以下、暫定容量）を

上回る容量を確保できないことから、本プロセス募集要領（平成２９年１月１８日）

においては、応募容量が募集容量を超過した場合、暫定容量を上限とした増強工事

案を提示することとなっている。 

以 上 

電力広域的運営推進機関



添付：電源接続案件募集プロセス青森県八戸エリアにおける 

追加増強工事案の確認結果について 

電力広域的運営推進機関
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広域計系第●●●号

平成２９年６月●●日

東北電力株式会社

ネットワークサービスセンター所長 殿

電力広域的運営推進機関 

系 統 ア ク セ ス 室 長 

電源接続案件募集プロセス青森県八戸エリアにおける 

追加増強工事案の確認結果について 

当機関は、平成２８年４月１日変更以前の送配電等業務指針第７７条第３項に基づき、

電源接続案件募集プロセス青森県八戸エリアにおける追加増強工事案について、内容を

確認、検証した結果、下記のとおり、妥当であると認めましたので、その旨を通知いた

します。

記 

１．概要 

（１）件 名：電源接続案件募集プロセス青森県八戸エリアにおける追加増強工事案

（２）受付日：平成２９年６月２日

２．妥当性の確認結果 

確認項目 確認結果 

系統増強規模の合理性 妥当

３．別添資料 

（別添１）電力広域的運営推進機関による妥当性確認の結果 

（別添２）「募集容量の上限が連系可能な増強工事」の工事内容等※ 

※東北電力株式会社提出の入札等の案内文書から抜粋 

４．その他連絡事項 

上記の妥当性の確認結果の内容等に関して、ご不明点等がありましたら、当機関の系

統アクセス室までお問い合わせください。

以 上

担当：系統アクセス室 安岡 

TEL：0 3 - 6 6 3 2 - 0 9 0 4 

Email：a c c e s s - e a s t @ o c c t o . o r . j p 
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（別添１）

系統アクセス室

電力広域的運営推進機関による妥当性確認の結果 

１ 系統増強規模の合理性 

項目 評価 確認内容 

より多くの応募者が連系可能な対策

であるか 

○ 

開始時に確保した暫定的な容量

（27.4 万 kW＋既申込者移行分 6.99

万 kW）を上限として、応募者が連系

な対策となっており、妥当 

工事費および工期は、妥当か 

○ 

追加増強工事案の工事費および工期

の算定について、当機関で用いてい

る検証データと比較して、大きな乖

離がないことを確認し、妥当 

電源接続案件募集プロセス青森県八戸エリアにおける

追加増強工事案の妥当性について 
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東北電力株式会社 

 

別紙１－１ 「募集容量の上限が連系可能な増強工事」の工事内容 

１ 対策設備及び対象工事内容 

五戸（変）２７５／１５４ｋⅤ主要変圧器増設 

１５４ｋＶ五戸八戸間送電線新設 

五戸（変）短絡容量対策 

上北（変）２７５／１５４ｋＶ主要変圧器取替 

２ 募集容量の上限が連系可能な増強工事の工事費負担金総額 

約１８７．４億円（税抜）※１※２ ［負担金対策工事費の合計］ 

※１ 国の「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方

に関する指針」（平成２７年１１月６日，資源エネルギー庁。以下「費用負担ガイ

ドライン」といいます。）に基づく費用負担ルール（以下「新費用負担ルール」と

いいます。）における算定額では，特定負担：約９８．０億円，一般負担（託送料

金を通じて広く系統利用者が負担する費用）※３：約８９．４億円です。 

※２ 費用負担ガイドライン公表前の費用負担ルール（以下「旧費用負担ルール」と

いいます。）においては，ＦＩＴ電源の場合，原則として，工事費全額が特定負担

となります。 

※３ 一般負担額のうち，「ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく

多額」と判断される基準額として本機関が指定する額（以下「一般負担の上限額」

といいます。）を超過する額については，特定負担となります（募集要領 別紙７

参照）。 

３ 工事完了予定時期 

「募集容量の上限が連系可能な増強工事」の工期は，電源接続案件募集プ

ロセス完了時から７年６ヶ月程度となります。 
なお，系統連系が可能となるのは，電源線工事・その他供給設備の設備工

事の工期を含め，工事費負担金入金から１１年程度後になります。 

４ 対策工事後の連系可能量 

３４．３９万ｋＷ※４ 

※４ 募集プロセス開始時に確保した暫定的な容量２７.４万ｋＷならびに開始後に

先行事業者が募集プロセスへ移行した容量６．９９万ｋＷの合計となります。 

 

 

 

 

（別添２） 
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５ 工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○工事の必要性と設備規模： 

<入札対象工事> 

・五戸変電所 275/154kV 主要変圧器 N-1 故障時に，健全側変圧器の潮流が設備容量（熱

容量）を超過するため，五戸変電所 275/154kV 主要変圧器の増設工事（300MVA）が必

要となります。これに伴い電磁誘導対策が必要となります。 

・154kV 上北線 N-1 故障時に残回線の設備容量（熱容量）を超過するため，154kV 上北線

の増強工事が必要となります。154kV 上北線は電線張替による増強が困難であり，送電

線新設に相当する工事規模となるため,八戸(変)と五戸（変）間に 154kV 送電線を新設

し，合理的な対策とします。また，154kV 送電線新設に伴い，充電電流が増加すること

から，五戸(変)へ中性点補償リアクトルを設置します。 

・上北変電所 275/154kV 主要変圧器 N-1 故障時に，健全側変圧器の潮流が設備容量（熱

容量）を超過するため，上北変電所275/154kV主要変圧器の取替工事（200MVA→300MVA）

が必要となります。これに伴い電磁誘導対策が必要となります。 

・上記増強工事により，短地絡故障電流が増加し，五戸変電所の遮断器の定格遮断電流

を超過するため，遮断器取替えが必要となります。 

 

 

154kV 

275kV 

五戸変電所

66kV 

154kV 

八戸変電所

他社電気所

154kV 

66kV 

154kV 
六戸変電所

66kV 

五戸変電所 

・275kV/154kV 変圧器増設 

・短絡容量対策 

上北変電所

西八戸線

南八戸線 

南八戸変電所

154kV 五戸八戸間送電線新設 

上北線

上北変電所 

・275kV/154kV 変圧器取替 

275kV 154kV 

①連系前空容量  0MW 

②募集容量    343.9MW 

③増強後空容量 343.9MW 
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６．対策工事内容 

設備区分 項目 新設 
建替・張
替・取替 

改造･改
修･撤去 

備考（設備機器・材料の仕
様、工事方法等） 

架空線 

鉄塔 30 基 基 基 五戸八戸間送電線 

電線 7.49km km km 五戸八戸間送電線 

     

地中線 

管路 5.83km km km 五戸八戸間送電線 

マンホール 32 箇所 箇所 箇所 五戸八戸間送電線 

電力ケーブル 5.83km km km 五戸八戸間送電線 

     

変電設備 

引出設備 4 回線 回線 回線 
五戸(変)2 回線 

八戸(変)2 回線 

変圧器 1 台 1 台 台 
【新設】五戸(変)1 台 

【取替】上北(変)1 台 

調相設備 式 式 式  

保護継電装置 式 式 式  

短絡容量対策 式 1 式 式 
五戸(変)：西八戸線， 

154kV 母線連絡 

 

中性点補償ﾘｱｸﾄﾙ 2 台   五戸(変) 

給電設備 システム改修 式 式 式  

通信設備 

通信装置 式 式 式  

自動検針装置 式 式 式  

ライントラップ 2 個所 個所 個所 五戸(変)，八戸(変) 

 

                                  以 上 
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